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仕 様 書 

（令和８年度山北町立小中学校体育館空調設備整備工事） 

 

 

１ 基本事項 

（１）位置付け 

本仕様書は、山北町（以下、「町」とする。）が実施する、令和８年度山北町立小中学校体育

館空調設備整備工事（以下「本工事」とする。）について、本工事を行う事業者を公募型プロ

ポーザル方式により選定するため、町が要求する最低の仕様を提示するものである。プロポー

ザル参加者は本仕様書の内容を十分に確認し、内容についての理解を深め、より具体的な検討

を加えたうえで提案を行うこと。 

 

（２）事業の名称 

令和８年度 山北町立小中学校体育館空調設備整備工事 

 

（３）対象施設および整備面積 

①山北町立川村小学校（神奈川県足柄上郡山北町山北 1002 番地） 

Ｓ造 １階建て 

体育館面積 ：1,058 ㎡ 

 

②山北町立山北中学校（神奈川県足柄上郡山北町向原 405 番地） 

ＲＣ造 ２階建て中の２階 

体育館面積 ：1,015 ㎡ 

 

（４）事業概要 

各学校の体育館を対象としたＧＨＰ空調設備を整備するために必要となる以下の業務（設

計・施工一括発注）。 

①空調設備整備工事（付随する工事を含む。以下同じ。）の設計 

②空調設備整備工事の施工 

③①、②に付随する業務 

 

（５）事業期間契約日から令和８年 12 月 25 日まで 

（ただし、議会の議決を受けるまでの間は仮契約とする。） 

 

（６）上限額 

①山北町立川村小学校分 73,500,000 円（税抜） 

②山北町立山北中学校分 76,500,000 円（税抜） 

③合計         150,000,000 円（税抜） 

 

２ 事業範囲 

契約事業者（以下「事業者」という。）は、本仕様書に示された要求仕様に沿って次の業務を

行う。 

 

（１）空調設備整備工事の設計 
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①現地の状況を調査し、施設の現状を把握する。 

②①で調査し把握した内容を踏まえ、事業者のノウハウを生かした空調設備整備工事の設計

を行う。また、空調設備の整備に伴って必要となる設備や既存施設の改修等の設計を行う。 

 

（２）空調設備整備工事の施工 

①（１）の設計成果による工事の施工について、施工の工程や手法などを、対象施設利用者、

職員、近隣地域に与える影響ができる限り少なくなるよう計画する。 

②①の施工計画に基づき、空調設備整備工事を行う。また、空調設備整備に伴い必要となる

既存施設の改修工事も行う。 

 

（３）その他付随する業務 

（１）及び（２）の実施に付随して必要となる業務を行う。 

 

 

３ 適用基準等 

本事業の実施に当たっては、関係法令、条例、規則、要綱を遵守するとともに、各種基準、

指針等についても、本事業の要求仕様と照らし適宜参考とすること。また、関係法令、条例、

規則、要綱、基準、指針等は全て公募時点において最新のものを参考とすること。 

なお、本事業の実施に関して特に留意すべき関係法令、基準、指針等を記載するが、以下に

記載の有無に関わらず本事業に必要な関係法令、条例、規則、要綱、基準、指針等を遵守する

こと。 

 

（１）関係法令等 

①建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号） 

②消防法（昭和 23 年法律第 186 号） 

③労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号） 

④労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号） 

（石綿障害予防規則（平成 17 年厚生労働省令 21 号）等を含む。） 

⑤電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号） 

⑥騒音規制法（昭和 43 年法律第 98 号） 

⑦振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号） 

⑧建設業法（昭和 24 年法律第 100 号） 

⑨フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成 13 年法律第 64 号） 

⑩建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45 年法律第 20 号） 

⑪国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号） 

⑫廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号） 

⑬建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号） 

 

（２）標準仕様書等 

①設計について 

本仕様書に記載されていない事項は「公共建築設計業務委託共通仕様書」（平成 20 年３月

31 日付け国営整第 176 号（最終改定令和６年３月 26 日付け国営整第 213 号））によるも

のとする。この場合において、「調査職員」とあるのは、「監督職員」と読み替えるものと

する。 
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②施工について 

本仕様書、図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の次の標

準仕様書によるものとする。 

・公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 

・公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） 

・公共建築工事標準仕様書（機械設備編） 

・公共建築改修工事標準仕様書（機械設備編） 

・公共建築工事標準仕様書（電気設備編） 

・公共建築改修工事標準仕様書（電気設備編） 

また、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の次の監理指針を参考とする。 

・建築工事監理指針 

・電気設備工事監理指針 

・機械設備工事監理指針 

・建築改修工事監理指針 

 

 

４ 本事業に係る関連資料等の取扱い 

（１）事業者は、提供された資料等を本事業に関わる業務以外で使用しないこと。 

 

（２）事前調査及び本事業で知り得た情報及び提供した資料は、他に漏らさないこと。 

 

 

５ 設置設備の要求仕様 

（１）空調設備 

①空調設備の仕様、台数等の決定にあたっては、空調設備を使用する期間（夏季・冬季）に

おいて、体育館利用者に対し、快適で健康的な室内環境を提供するよう配慮すること。 

②空調設備を使用する期間（夏季）において、アリーナ中央温度が、乾球温度 28 度未満と

なるよう空調設備を設置すること。 

③大規模空間に適した常設を前提とした設備とし、各種競技や面分割利用に支障がないよう

空調吹出口等の位置などを考慮すること。 

④空調設備の吹出口等については、球技の飛球、アリーナ利用者の接触等による損壊を防ぐ

ための十分な対策を講じること。 

⑤空調設備の吹出口等については、アリーナ利用者が接触しない場所へ配置すること。また

は、アリーナ利用者が接触した際に危険ではないよう十分な対策を講じること。 

⑥設置場所については、事前に町の了承を得ること。 

⑦空調方式は、ＧＨＰ方式（プロパンガス）を採用すること。 

⑧室内機は、アリーナ利用者に対して有効に空調される位置とすること。 

⑨設置する空調設備について、国または地方公共団体の所有する体育館のアリーナにおいて、

同機種が設置された実績があることが望ましい。 

⑩利用人数や時間、競技内容等の違いに対応できる空調システムとし、設置設備による気流

が競技等に影響を与えないことが望ましい。 

⑪大規模災害時における大勢の避難者を想定し、短時間で空調の効果が得られることが望ま

しい。 
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（２）制御機器（リモコン） 

①空調設備はゾーン設定ができるものとし、ゾーンごとに運転や温度設定できること。 

②体育館及び職員室で操作できること。 

 

（３）配管工事 

①新設する配管類は適切なサイズを見込み、結露等の対策を行うこと。 

 

（４）電気工事 

①新設する配線類は、適切なサイズ・容量の配線及び材料を使用すること。 

 

（５）既存施設等 

①本事業を実施するに当たり、既存施設の安全性を脅かさないこと。 

②本事業を実施するに当たり、既存施設の補修等が必要となる場合はその補修等を行うこ

と。また、その費用を見込むこと。 

③本事業を実施するに当たり、支障となる構造物、工作物、設備、植栽等がある場合は、町

に報告し、移設・養生等を行うこと。また、その費用も見込むこと。 

 

（６）その他 

①本事業を実施するに当たり、必要となる既設改修、設備等の新設・改修・撤去等を全て行

うこと。また、その費用を見込むこと。 

②屋内外に関わらず、施設利用者等の手の届く位置にあたる配管及び保温等の耐久性、衝撃

性に留意すること。 

③空調室外機は安全対策として高さ 1.8ｍ以上のメッシュフェンスで囲い、維持管理用の施

錠付き扉を設置等すること。また、安全のため体育館等利用者の動線外での設置を検討す

ること。 

  ④後付けで課金システムを構築できる拡張性を備えること。 

 

 

６ 共通の仕様 

①本事業を行うに当たり、安全管理及び施工管理に十分注意すること。 

②工程については、事前に町と調整を行うこと。 

③対象施設及び近隣への影響（騒音、臭気、粉塵、振動等）に配慮すること。 

④環境負荷の少ない設備を採用すること。 

⑤耐久性の高い設備を採用すること。 

⑥費用対効果の高い設備を採用すること。 

⑦既存建物や設備に影響を極力与えない設備とすること。 

⑧不要となる設備等は撤去すること。 

⑨本事業に当たり必要となる消防署、神奈川県及び山北町、警察署、労働基準監督署などの

関係官公庁等への各種許可申請、届出又は報告等の手続は、事業者において適切に遅滞な

く行うこと。また、それらに伴う費用等も見込むこと。 

⑩工事に必要となる仮設電力等の引込みを行う場合は、仮設メーターを設置し、その使用量

を特定できるようにすること。工事完了後、使用量に応じて当該費用を負担すること。 
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⑪本事業を総合的に管理する統括責任者を１名選任し、町に報告すること。統括責任者は、

単独事業者またはグループの代表者の常勤社員から選任すること。また、各種業務（設計、

施工）の責任者を選任し、その責任者と責任範囲を明記した体制表を町に提出すること。 

⑫施設利用者・近隣住民に対し、本事業について周知の徹底を図り、理解を得たうえで施工

すること。周知の方法については、施設管理者、監督職員等と協議を行うこと。 

⑬本町発注工事の施工に際し、下請発注する場合は、できる限り町内業者を活用するよう努

めること。 

 

 

７ 設計の仕様 

①別添の山北町公共建築設計業務標準委託契約約款によること。 

②現地調査について、町と十分協議するものとし、日程や方法等について、体育館の使用に

可能な限り影響を与えないようにすること。 

③既設利用するものは特に調査を行い、改修の要、不要を把握し、施工時に後戻りがないよ

うにすること。 

④本事業で求める事業期間終了時に、運用が可能となる確実性、妥当性の高い設計計画・設

計体制とすること。 

⑤性能、工期、安全等を確保するために、責任が明確な体制を構築し、品質管理体制となる

よう配慮すること。 

⑥設置に当たって、既存建築物の構造物を改修または変更する場合は、構造的な安全性が担

保されることを確認すること。 

⑦空調熱源設備の性能（仕様、台数等）の決定に当たっては、利用者に対し、快適で健康的

な室内環境を提供するよう配慮すること。 

⑧導入される機器の配置や仕様、施工の時期、期間、方法等を十分に検討し、利用者の安全

確保に留意すること。 

⑨改修に使用する材料、工法は、利用者の安全や環境性に配慮されたものとすること。 

⑩体育館の条件に配慮した計画とし、機器の設置に当たっては、体育館環境への影響及び体

育館周辺地域への影響に配慮すること。 

⑪仕様、材料、機器の選定や運用に当たっては、職員等の利用者に容易な管理・取扱いに配

慮すること。また、体育館各施設の設備の配置等に留意のうえ、適切な仕様、材料、機器

の選定、設置を行うこと。 

⑫本事業の目的・基本方針を踏まえ、良好な体育館環境を確保するための配慮を行うこと。 

⑬設計完了後には、設計図書を作成すること。また、町に提出し承認を受けること。 

 

 

８ 施工の仕様 

（１）施工計画 

①施工において、手戻りが発生しないよう、施工計画について町と十分協議すること。 

②各工事の工程、製品の納期等を十分に考慮した施工計画を行うこと。 

③工程・仮設計画については町および学校と十分協議し調整すること。特に体育館の利用に

影響を与えるアリーナ内の室内機工事等は、体育館の利用がない日に行うよう努め、全面

使用不可の期間が生じないよう、学校運営への影響を極力回避すること。また周辺地域に

与える影響を可能な限り縮減する計画とすること。 

④車輌進入等については安全に十分配慮すること。特に、機器の搬入時等には状況に応じて

交通誘導員を配置するなど、安全対策を確実にし、事故防止のため経路、方法などを十分

に検討すること。 
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⑤施工するに当たり、支障となる構造物、工作物、設備等がある場合は、町に報告し、移

設・養生等の計画をすること。この費用についても見込むこと。 

⑥工事着工前に、施工計画書、施工要領書、作業手順書等を作成し、町の承認を受けること。 

⑦小学校において同一年度内に予定している「川村小学校Ｂ棟長寿命化改修工事」と工期、

動線等が重複する場合は、当該工事の施工業者及び施工監理者と協議のうえ、互いの影響

が最小限となるよう努めること。 

 

（２）現場代理人及び監理技術者（主任技術者） 

事業者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者（主任技術者）を

定め、届け出ること。また、現場代理人も同様とする。現場代理人は、工事現場一切の事項を

処理し、現場の安全衛生、災害防止、就業時間等現場の運営に関する重要な事項は町と協議す

ること。 

 

（３）工事日程 

①工事については、担当職員と別途調整、打合せのうえ、詳細工程表を作成し、実施するこ

と。 

②工事日、工事時間は、学校の運営に出来るだけ影響のないようにすること。 

③現場工事の騒音、振動低減に努めるとともに、騒音、振動のおそれがある場合は、事前に

町と協議すること。 

④騒音や振動などが発生し、学校の運営に影響を与えるおそれがある作業は、原則として休

日又は児童生徒の下校後の施工とする。工事中は、児童生徒、職員等に対する安全を確保

し、騒音、振動、粉じん等による影響のないよう格別の注意をすること。 

⑤休日又は業務時間外に工事を行う場合は、事前に町に計画書を提出し、町の了解を得たう

えで行うこと。なお、学校管理者が通常勤務時間外に継続的に出勤することがないように

十分配慮すること。 

 

（４）工事現場の管理 

①工事期間中は、工事の施工に伴う事故及び災害の防止に努めること。 

②火気を使用する作業を実施する際は、火気取扱いに十分注意するとともに、作業場の整理、

消火設備の設置を行うなど、火災防止の徹底を図ること。 

③法令（建設業法等）に規定されている現場標識を適切な場所に掲示すること。 

④工事期間中、常に工事日報その他関係書類が整備された状態とすること。 

⑤体育館敷地内に現場事務所及び作業員詰所等を設営する場合は、位置、期間を明らかにし

たうえで、事前に町と協議すること。 

⑥工事用車両の駐車場及び資材置場等として、体育館敷地内の空きスペースの使用を可能と

するが、事前に町と協議するとともに、安全管理を徹底すること。 

⑦工事用車両は、交通ルールを厳守し、体育館敷地内及び近隣地域において、交通事故、交

通障害等の発生を防止すること。 

⑧工事期間中、敷地内で使用を許可された場所等の管理は、事業者の責任にて適正に行うこ

と。 

 

（５）非常時・緊急時の対応 

①事故、火災等への対応について、事業者はあらかじめ防災マニュアルを作成すること。 

②事故等が発生した場合は、防災マニュアルに従い、直ちに被害拡大の防止に必要な措置を

講ずることともに、町へ通報すること。 
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（６）使用材料 

事業者は、使用する材料について、使用材料一覧表を町に提出し、承諾を得た後、現場での

搬入時検査を行い、検査に合格した材料を用いるものとし、法令で定められた試験を行う必要

があるものについては、当該試験に合格したものを使用するものとする。 

なお、検査又は試験に必要な費用は全て見込むこと。 

 

（７）安全対策、騒音対策及び付近整備 

①敷地内外に対する安全及び騒音対策については、万全を期すること。資材運搬車の運行に

際しては、要所に交通誘導員を配置し、利用する道路・通路等については、適切な方法で

良好な維持管理を行い、破損し又は傷めた場合は、事業者の責任において補修すること。 

②足場及びその他仮設物の設置に際しては、関係法令を遵守すること。 

 

（８）建設廃棄物 

①工事に伴い発生する廃棄物は、廃棄物処理法、建設リサイクル法等に基づき、建設廃棄物

処理計画書（建設廃棄物処理委託契約書の写しを含む）を提出し、町の承認を受けた後に、

事業者の責任において処分すること。なお、石綿が含まれていると思慮される材料は、石

綿含有産業廃棄物として、他の材料と分別したうえで適切に処分すること。 

②廃棄物等積込作業時には、騒音、振動、ほこり等に注意して施工すること。 

 

（９）工事保険等 

工事の内容に応じた火災保険、建設工事保険等を工事目的物に付し、保険証書の写し又は付

保証明の原本を提出すること。 

 

（10）暴力団員等による不当介入の排除について 

①事業者は、暴力団員等(暴力団の構成員および暴力団関係者、その他町発注工事等に対し

て不当介入しようとするすべての者をいう。)による不当介入（不当な要求または業務の

妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速

やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。 

②事業者は、①により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書により警

察署に届け出るとともに、町監督職員に報告するものとする。また、事業者は、以上のこ

とについて、下請負人(再委託の協力者を含む)に対して、十分に指導を行うものとする。 

③事業者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じ

た場合は、町と協議するものとする。 

 

（11）検査・竣工 

①工事完了後速やかに自主検査を実施すること。 

②上記①の自主検査完了後、工事監理者による完成検査を受け、検査結果を町に報告するこ

と。なお、町は、必要に応じて完成検査に立ち会うことができる。 

③上記②の完成検査を実施後、町の完了検査を受けること。なお、指摘事項については、速

やかに是正工事を完了し、是正報告書を書面により町に提出し、確認を得ること。 

④竣工後は、竣工図面等を作成し、町へ提出し、承認を受けること。 

 

（12）その他 
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①設備使用開始前に試運転調整を実施すること。また、試運転調整記録を作成し、町に提出

し、承認を得ること。 

②公道からの車輌進入等については、安全に十分配慮すること。状況に応じて交通誘導員を

配置するなど安全対策を確実に行うこと。また、工事車両による搬出入の際は、散乱防止

処置を行うこと。 

③工事期間中に、町が発注する他案件の工事や作業等がある場合、互いに事業を円滑に進め

るよう、本事業以外の工事請負者等と十分調整を行うこと。 

④工事期間中は、養生シート等で施設や他の設備にほこりが被らないようにすること。 

⑤定例会議は、原則として隔週 1回行うものとする。ただし、町が不要と認めるときは、開

催頻度を改めることができる。 

⑥施工するに当たり、支障となる構造物、工作物、設備等は、事前に町に報告し、移設・養

生を行い、作業終了後は復旧すること。この費用についても見込むこと。 

⑦工事中に第三者及び既設物を損傷した場合は、町に報告し、速やかに事業者の責任で補修

すること。 

 

 

９ 提出書類 

（１）契約締結後速やかに提出する書類 

・総括責任者の通知書 

・事業計画書（全体のスケジュール、組織計画、連絡体制表） 

 

（２）設計着手前に提出する書類 

・業務着手届 

・工程表 

・設計責任者の通知書 

・設計業務計画書（設計業務組織計画、連絡体制表） 

・業務再委託承諾書 

 

（３）設計完了後に提出する書類 

・設計図書 

・設計図 

・設計図の電子データ（PDF 形式及び CAD データ（DXF 形式と JWW 形式）を記憶媒体で） 

・工事費内訳書 

・積算数量算出書 

・積算数量調書 

 

（４）施工着手前に提出する書類 

・工事着工届 

・工程表 

・現場代理人届 

・主任（監理）技術者届 

・技術者の資格を証明する資格者証の写し 

・技術者の雇用を確認できる書面の写し 

・建退共掛金収納届 
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・労災保険成立証明 

・契約保証金または履行保証証書等 

・工事カルテ 

・火災保険・建設工事保険等の保険証書の写し 

・総合施工計画書 

・実施工程表 

 

（５）施工中の工事進捗に伴い提出する書類 

・下請け業者一覧表 

・使用材料一覧表 

・工事材料使用承諾願 

・施工計画書（工種別） 

・工事日報（週報） 

・月間工程表 

・工事打合せ記録簿 

・定例会議録 

・工事進捗報告書 

・工事進捗状況表 

・工事進捗状況報告書 

・工事月報 

・工事実施図 

・工事記録写真 

・施工体制台帳 

・再下請通知書 

・施工体系図 

・材料搬入報告書 

・質疑及び回答書 

・検査申請書 

・各種検査・試験結果報告書 

・施工図 

・休暇警備計画 

 

（６）施工完了後に提出する書類 

・出荷証明書 

・納品伝票 

・設計及び実施納入数量対比書 

・建設廃棄物の処理状況書 

・工事写真 

・竣工図書 

・竣工図 

・竣工図のデータ（PDF 形式及び CAD データ（DXF 形式と JWW 形式）を記憶媒体で） 

・施錠可能箇所の鍵 

・備品及び予備品引渡目録書等 
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・工事完成届 

・建退共共済証紙受払簿 

・各種保証書 

・各種使用説明書（取扱説明書） 

・工事目的物引渡書 

 

（７）その他 

その他町が要求する書類 

 

 

10 担当窓口 

山北町教育委員会 こども教育課（山北町役場２階） 

 

〒258-0195 

神奈川県足柄上郡山北町山北 1301 番地 4 

電話：0465-75-3648 

電子メール：kyoiku@town.yamakita.kanagawa.jp 


